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私たちは、人と地球にやさしい車社会の実現をめざします。 

プレスリリース 

平成２３年３月４日 
 

公共サービス改革法に基づく「自動車検査用機械器具の保守

管理業務」の落札者の決定について 

 

 

 自動車検査独立行政法人では、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法

律」（平成 18 年法律第 51 号）に基づき、関東検査部管内 23 事務所における自動車検

査用機械器具の保守管理業務について民間競争入札を実施し、下記のとおり落札者を

決定しました。 

 

記 

 

１．落札者の名称 

安全自動車株式会社（入札参加グループ） 

 代表企業：安全自動車株式会社 

 グループ企業：株式会社アルティア、株式会社イヤサカ、株式会社バンザイ 

 

２．落札金額（税抜） 

234,000,000 円 

（注）落札金額は業務委託期間（平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）

の 5年間分の額 

 

３．落札者の評価結果 

基礎点及び加算点の合計 入札価格（税抜） 評価点 

119.3 点 234,000,000 円 50.9 点 

（注）評価点については、基礎点及び加算点の合計を入札価格で除した値を 10

の 8 乗倍したもので、小数点 2桁以下は切捨て 

 

４．落札者決定の経緯及び理由 

入札説明書（平成 22 年 12 月 10 日公告）に基づき、入札参加者（2者）から提

出された企画書について審査した結果、入札参加資格及び必須審査項目を満たし

ていた。 

平成23年2月28日に開札を行い、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、

かつ、評価点の高かった者を落札者としたもの。 

 

５．落札者における当該公共サービスの実施体制及び実施方法 

（１）実施体制 

 代表企業に総括窓口を設置し、入札参加グループ内で定期的に会議を開催する
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ことにより、適切な業務の確保に必要な情報交換を行う。代表企業は各業務の管

理及び内部監査を実施する。各グループ企業においては、業務の責任者の他、窓

口担当者を定めて対応する。 

 

（２）実施方法 

 検査機器の定期点検については、車検機器点検資格修得者が実施する。また、

実施にあたっては、関東検査部と連携を図り、定期的に日程調整を行う。 

 検査機器の校正については、登録校正実施機関である日本自動車機械工具協会

が実施する。 

 重量計の定期検査については、都道県知事又は特定市町村の長が指定した機関

が実施する。 

 その他、各業務について実施要項で示された仕様に基づき業務を遂行し、業務

の質を確保する。 

 

以上 

 

お問い合わせ先 

〒１６０－０００３ 東京都新宿区本塩町８－２住友生命四谷ビル

自動車検査法人本部  企画部 清水、多田 

電話  ０３－５３６３－３４４１ （代表） 

    ０３－５３６３－３４４４  （直通） 

http://www.navi.go.jp/ 

 


